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中心市街地等における荷捌きの様子

①中心市街地は多くの貨物車が集まるため、
場所によっては、路肩は荷捌き駐車車両で
埋め尽くされています。 

②駐車する場所によっては、交通渋滞の原因に
もなっています。 

③バス停近くでは、バスのバス停への寄りつ
きの妨げにもなっています。 

④バスや乗用車など自動車だけでなく、歩行
者の安全性にも影響しています。 

⑥共同荷捌き場のような施設も整備され
つつありますが、まだまだ十分ではあり
ません。 

⑤貨物車から目的施設までの横持ち搬送は、
歩道上で行われています。 



 

東京都市圏交通計画協議会※（以下、本協議会）は、東京都市圏における総合的な都市交通

計画の推進に資することを目的に、複数の都県市関係機関がお互いに協力・調整して広域的

な交通問題に関する調査・研究を行う組織として、日本ではじめて 1968 年（昭和 43 年）に

発足しました（発足当時の名称は「東京都市群交通計画委員会」）。 

本協議会では、人の行動を調査する「パーソントリップ調査」を昭和 43 年から、物の流動

を調査する「物資流動調査」を昭和 47 年から、それぞれ約 10 年ごとに、東京都市圏におけ

る総合都市交通体系調査として実施し、調査によって得られた定量的な統計データに基づく

科学的な解析を通して、人と物の両面から「東京都市圏における総合都市交通体系のあり方」

を提言してきました。 
 

東京都市圏は、我が国の産業・経済の中心であり、巨大な人口を抱える大消費地です。 

このような圏域において、都市交通計画の観点から物流の効率化・適正化に向けた取り組

みを行うことは、産業・経済の活力向上に資するだけではなく、東京都市圏で活動する人々

の快適なくらしにもつながる重要な取り組みであるといえます。 
 

本協議会では、平成 15 年から平成 16 年にかけて「第４回東京都市圏物資流動調査」を実

施し、この調査結果に基づき、「物流からみた東京都市圏の望ましい総合都市交通体系のあり

方」をとりまとめました。 

「端末物流対策の手引き（以下、「本手引き」と呼ぶ）」は、商業施設等が集積する中心市

街地など(本手引きでは、「中心市街地」と呼ぶ)における「端末物流対策」を対象に取りまと

めたものであり、「物流からみた東京都市圏の望ましい総合都市交通体系のあり方」において

は、本手引きの策定を、まちづくりと一体となった端末物流対策への取り組みの推進と位置

づけています。 
 

中心市街地では、地域の活力やコミュニティの中心としての機能が求められており、より

魅力の高い「地区」の形成が課題となっています。また、高齢化や環境問題に対応し、多様

な機能が高密度に集積したコンパクトシティのあり方の議論、混雑する区間での違法路上駐

車の取締り強化への対応など、中心市街地を取り巻く社会状況も変化しています。 
 

中心市街地は、「人」と「物」の両方が集中する場であり、商業活力の向上、都市環境の向

上といった地域の課題に対応するためには、端末物流対策も含めた総合的な“まちづくり”

が必要です。しかし、現実には端末物流も含めた地区交通への取り組みは遅れています。 
 

物流も含めた総合的な“まちづくり”の推進に、本手引きを活用していただくことにより、

中心市街地などで端末物流対策を含めた地区交通計画などの取り組みが進むことを願ってい

ます。なお、ケーススタディ地区の検討結果や社会実験の事例などを集めた「解説編」につ

いても、あわせてご活用いただければ幸いです。 
 

東京都市圏交通計画協議会 

※ 東京都市圏交通計画協議会の構成団体 

国土交通省関東地方整備局、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま

市、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社 
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序章 端末物流対策の手引きのねらいと構成 

～ 今、なぜ、端末物流施策なのか ～ 
 

序－１ 本手引きのねらい 

 

中心市街地は、商業、業務、文化、交流等の様々な機能が集積し、多くの人とともに多く

の物も集中している地区である。 

 

そのため、人と物の混在により、端末物流を原因とした交通渋滞や交通安全の低下など、

地区の課題が発生しており、これらの課題に対応すべく社会実験等により端末物流対策に取

り組む事例も出てきている。また、大規模開発等においては、駐車場条例や大規模小売店舗

立地法に基づく附置義務によって荷捌き駐車スペースを整備したり、荷物専用のエレベータ

ーを備えるなど、個別企業で対応している事例も出てきている。 

 

しかしながら、これらの取り組みは一部の地区や建物に限定されており、個人店舗や小規

模な商業ビルが混在しているような地区においては、端末物流対策は遅れているのが実情で

ある。 

 

本手引きは、東京都市圏交通計画協議会（以下、「本協議会」と呼ぶ）で実施した端末物流

調査に基づく検討結果や既存の物流対策に関する社会実験事例などを用いて、地区の物流問

題の把握から課題に対する施策の立案、実施にいたるプロセスを体系的に整理することによ

り、地域の“まちづくり”が物流も含めて総合的に計画・推進され、結果、より魅力の高い

地区の実現に資することを目的としている。 
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序－２ 本手引きの対象 

 

本手引きの対象は次のとおりである。 

 

【対象地区】 

・ 多くの人と物が集まる商業地区等。高層ビル街や大規模な再開発地区を除く、主に中

心市街地等の商業の集積している地区とする（本手引きでは、「中心市街地」と呼ぶ）。 

 

【対象となる物流】 

・ 生産地から商店や事務所への物資の流れの中で、中心市街地に立地する最終的な到着地

（商店や事務所）に届けられる物流（端末物流）を対象とする。 

・ 具体的には、貨物車が物資の配送・集荷のために、地区に進入した時点から再び出てい

くまでの物流で、集配送、荷捌き駐停車、横持ち搬送＊１を主な対象とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図序-1 物流全体における端末物流の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図序-2 端末物流の範囲 

【手引きの対象読者】 

・ 市区町村のまちづくり担当者、交通計画担当者、まちづくりを進めるＮＰＯや商店会な

ど、まちづくりに携わる団体や個人を対象とする。 

 

※１：横持ち搬送とは、貨物車から目的施設までの間の輸送（口絵の⑤）   

※２：縦持ち搬送とは、横持ち搬送の一部分であり、特にビル内での縦方向への輸送のことを指す 
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序－３ 本手引きの構成 

 

本手引きは、３章から構成され、各章の内容は以下の通りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図序-3 本手引きの内容と構成 
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第１章 まちづくりの課題と端末物流問題 

～ あなたのまちの物流問題 ～ 
 

１－１ 端末物流の構造 

 

中心市街地には、商業、業務、文化、娯楽などの様々な機能が集積しているため、人と物

が多く集まっている。 

人については、道路を使って乗用車、バス、自転車、徒歩によってアクセスし、駐車場や

バス停、あるいは路上において乗降し、歩行者空間内を歩行して回遊している。 

物についても、道路を使って貨物車により配送され、路上や荷捌きスペース等の駐車場所

から歩行者空間内を人の手によって搬送されている。 

そのため、中心市街地のような地区では、アクセス、たまり、回遊・移動のそれぞれの段

階で、人と物が限られた同じ空間内で混在している。 

 

これは、地区の交通改善を考える場合、人の交通だけでなく物も考慮する必要があること

を示している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1 中心市街地における人と物の関係 

《人と物の混在》 
近年、中心市街地のまちづくりとして歩行空間の改善を進める取

り組みが多いが、歩行空間には人とともに端末物流の横持ち搬送が
共存することになる。そのため、交通施策としては、横持ち搬送に
対しても人との混在を少なくする工夫が必要である。 
さらに、横持ち搬送は商店等へ荷物を届ける端末物流の一部であ

るため、横持ち搬送をコントロールするためには、貨物車の荷捌き
駐車場所のコントロールや貨物車需要のコントロールもあわせて、
端末物流の一連の活動として考えなければならない。 
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１－２ 端末物流の捉え方（確認方法） 

 
■端末物流の捉え方の視点 

 

地区へのアクセスや地区内の回遊性の低下等の地区の課題は、「貨物車交通の集中」、「貨

物車の路上駐車」、「横持ち搬送」といった端末物流も関係して発生している（図 1-2）。 

端末物流を原因とするまちの課題を明らかにするためには、地区へのアクセスの低下や

地区内の回遊性の低下と端末物流の関係を知る必要がある。 

まちづくりに対応して、端末物流を捉えるためには、「Ⅰ．端末物流の実態」、「Ⅱ．地区

のまちづくりの方向性から重要な地区交通の実態」、「Ⅲ．地区内の交通インフラの実態」、

「Ⅳ．まちづくりに関連する主体の意向」といった地区の実態を調査する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 端末物流とまちの課題の関係 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 端末物流の捉え方の視点 
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■端末物流を含めた総合的な対策を検討するための実態調査の体系 

 

端末物流を含めた総合的な対策を検討するための実態調査の体系は、図 1-4 に示す通り

である。 

「端末物流の実態調査」は、「貨物車交通の集中」、「貨物車の路上駐車」、「横持ち搬送」、

の実態を調査するものである。 

具体的には、貨物車の駐車の場所や駐車開始･終了時間、目的地の位置（搬送距離）等の

端末物流の状況と、路上駐車や横持ち搬送が通過車両や歩行者へ与えている影響を調査す

ることが有効である。また、着荷主である商店等に対して、納品に来る貨物車の台数や物資

の重量等を調査する方法もある。 

 

端末物流が地区へのアクセスや地区内の回遊性の低下に影響を与えている状況を確認す

るには、端末物流の実態だけでなく、影響を受けている「地区交通の実態」を併せて調査

することが有効である。これにより、端末物流と地区交通が混在している場所や時間が明

確になり、端末物流問題を定量的に明らかにすることが可能となる。 

 

端末物流による、問題発生は地区内の交通インフラの整備状況によるため、端末物流と

地区交通の混在状況と併せて、「地区内の交通インフラの実態」を調査することが有効であ

る。交通インフラの整備状況を知ることは、端末物流による問題発生の原因を明らかにす

ることにも有効である。 

 

また、「まちづくりに関連する主体の意向」を調査することで、中心市街地にいる様々な

立場から、端末物流問題の発生している場所や時間の確認ができる。さらに、施策に対す

る意向を把握することで、施策の感度や効果の検討が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 端末物流対策を検討するための実態調査の体系
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１－３ ケーススタディ地区の実態からみた端末物流問題 

 

■ケーススタディ地区での実態調査の内容 
  

本協議会では、平成 15 年度に５つのケースス

タディ地区を対象に、実態調査を行った（図 1-5）。 
ケーススタディ地区では「貨物車交通の集中」、

「貨物車の路上駐車」、「横持ち搬送」といった端

末物流が原因となって、地区へのアクセスや歩行

者の安全性の低下等の課題が発生し、地区の魅力

の低下につながっていることが確認された。 
 

 地区の課題を知るための実態調査は、地区のまちづくりの方向性に応じて異なる。 
例えば、銀座地区の課題は「附置義務駐車場の荷捌きの共同利用」であるため、その検

討に必要となる路上駐車の実態と運輸事業者の意向の調査を中心に行った。また、町田駅

周辺地区の課題には、「中心市街地の歩行者環境の改善」があったため、端末物流（貨物車

の路上駐車や横持ち搬送）と歩行者の交通実態や意向を実態調査に含めている。 
  ケーススタディ地区の実態調査の設計で考慮したまちづくりの方向性は表 1-1 の通りで

ある。 
 

表 1-1 ケーススタディ地区の実態調査の設計で考慮したまちづくりの方向性 

 地区のまちづくりの方向性 

銀座地区 銀座ルール注で整備される隔地・集約駐車場を荷捌き対応として共同利用を進めて

いく方針である。中央区では、集約駐車場を活用した共同荷捌きの社会実験も実施

している(平成 17年 11月)。 
町田駅周辺

地区 

歩行者優先のまちづくりを進めており、歩行者天国の実施や共同荷捌き施設の整備

が行われている。 
川越市一番

街周辺地区 

伝統的建造物群保存地区であり、観光資源の多い商店街である。一方、この商店街

は中心市街地の南部と北部を結ぶ幹線道路としても機能しているため、観光客の

他、バスや通過交通、端末物流が混在している。 
船橋駅南口

地区 

利用者の多い駅も有しており、交通混雑が激しい地区である。 
現在、京成電鉄の連続立体化事業や再開発事業が進められている。 

横須賀中央

駅周辺地区 

地区の道路など交通インフラの整備が進められているが、端末物流の対策は実施さ

れていない。 
   注）銀座ルールとは、附置義務駐車場の整備の地域ルールであり、複数の建物での隔地・集約整備を可

能としたもの 

図 1-5 ケーススタディ 5地区
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ケーススタディ地区では、表 1-2 のような実態調査を行った。 

端末物流の実態調査で使用した基本形の調査票は巻末に添付した。 

 

表 1-2 実態調査の内容 

ケーススタディ地区※ 

 調査種類 把握する主な項目 銀
座 

町
田 

川
越 

船
橋 

横
須
賀 

①路上駐車 

調査 

・自動車の車種（自営区分、車種区分等） 

・駐車場所､駐車開始/終了時間、   ・荷捌きの有無

・駐車状況（二重駐車やバス停の有無等） 

・通過車両や歩行者等への影響の有無(川越､船橋､横須賀) 等 

○ ○ ○ ○ ○

②横持ち追跡

調査 

・自動車の車種（自営区分、車種区分）  

・駐車場所､駐車開始/終了時間 

・横持ち目的施設（位置、距離、種類） 

・搬送時の歩行者等との錯綜の有無(川越､船橋､横須賀) 

・駐車場所の選択理由（町田、船橋、横須賀） 

・横持ち時の歩行者との錯綜に関する意識（町田） 等 

 ○ ○ ○ ○

Ⅰ
．
端
末
物
流
の
実
態
調
査 

③地区事業所

（商店等）へ

のｱﾝｹｰﾄ･ﾋｱﾘ

ﾝｸﾞ調査 

・事業所属性（業種､品目､営業時間､床面積等） 

・荷捌きができる駐車場の有無 

・主な納品時間と台数、重量 

・輸送特性(時刻指定､冷凍冷蔵等) 

・時刻変更､輸送者の変更の可能性 

・端末物流によるまちの問題発生等に関する意識(川越､船橋) 等 

  ○ ○ ○

Ⅱ
．
ま
ち
づ
く
り
の

方
向
性
か
ら
重
要

な
地
区
交
通
の
実

態
交
通
調
査 

④自動車交通

量・歩行者通

行量調査等 

・車種別時間帯別自動車交通量 

・時間帯別歩行者通行量 

・主要道路区間における走行速度（町田、船橋） 

・特定施設に集中する歩行者数と交通手段等（銀座） 

  等 

○ ○ ○ ○ ○

Ⅲ
．
地
区
内
の

交

通

イ

ン

フ
ラ
の 

実
態
調
査 

⑤道路空間の

状況（地図、

道路台帳等） 

・道路構造 

・既存駐車場の利用状況（町田、川越、横須賀）、 

・交通規制状況 

・将来計画 

                等 

○ ○ ○ ○ ○

⑥物流事業者

へのｱﾝｹｰﾄ･ﾋ

ｱﾘﾝｸﾞ調査 

・貨物車の駐車場所の選択理由、 

・共同荷捌き施設の利用意向や条件（銀座、町田） 

・端末物流施策（共同配送や共同荷捌き施設）の利用意

向など（川越）               等 

○ ○ ○   

⑦バス事業者

や運転者へ

のｱﾝｹｰﾄ･ﾋｱﾘ

ﾝｸﾞ調査 

・バスの運行状況 

・バスの利用状況（利用者数の増減等） 

・走行上の問題点               等 
  ○   

Ⅳ
．
ま
ち
づ
く
り
に
関
連
す
る
主
体
の
意

向
調
査 

⑧来街者への 

ｱﾝｹｰﾄ･ﾋｱﾘﾝ

ｸﾞ調査 

・来街者の属性(年齢､性別､交通手段等) 

・端末物流による歩行環境の悪化等に関する意識 

・端末物流対策の必要性 

・地区の印象（地区のイメージやイメージと異なった理

由等）（川越）    等 

 ○ ○   

※ケーススタディ地区の町田とは町田駅周辺地区、川越とは川越市一番街周辺地区、船橋とは船橋駅南口地区、横須賀とは横須賀

中央駅周辺地区のこと 
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■
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
地
区
調
査
で
把
握
さ
れ
た
端
末
物
流
問
題
 

 
 
1)
 
貨
物
車
の
集
中
に
よ
る
地
区
の
魅
力
の
低
下
 

  
■
物
流
の
現
状
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
地
区
で
把
握
さ
れ
た
地
区
の
課
題
（
例
）
 

                               

車
種

別
路

上
駐

車
台

数
構

成
比

（全
車

種
）

5
7
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7
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5
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4
4
.7

5
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4
3
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2
7
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1
00

%

銀
座

地
区

町
田

地
区

川
越

地
区

横
須

賀
地

区

船
橋

地
区

５
地

区
計

貨
物

車
乗

用
車

n=
1
,7

8
0

n=
　

6
70

n=
　

3
83

n
=1

,4
61

n
=1

,3
41

n
=5

,6
38

○
町
田
駅
周
辺
地
区
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
地
区
の
魅
力
の
低
下
】
 

・
 歩
行
者
天
国
の
実
施
に
よ
り
、
貨
物
車
の
集
中
時
間
と
歩
行
者
の
集
中

時
間
の
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
は
あ
る
程
度
で
き
て
い
る
も
の
の
、
一

部
の
車
両
の
荷
捌
き
が
時
間
内
に
終
了
し
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
歩
行

者
と
の
混
在
が
発
生
し
て
い
る
。

 
・
 貨
物
車
の
存
在
は
、
歩
行
者
天
国
内
の
歩
行
者
に
と
っ
て
も
安
全
性
や

環
境
面
で
問
題
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
地
区
の
魅
力
を
低
下
さ
せ
て
い

る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
解
決
の
方
向
性
】
 

・
 歩
行
者
優
先
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
、
歩
行
者
天
国
内
へ
の
車

両
流
入
の
制
限
の
徹
底
な
ど
も
検
討
し
て
い
る
。
歩
行
者
天
国
か
ら
貨

物
車
の
排
除
を
徹
底
し
た
場
合
、
荷
捌
き
を
移
動
す
る
先
と
し
て
は
外

周
道
路
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
影
響
を
少
な
く
す
る
工
夫
が
必
要
と
考

え
ら
れ
る
。

 
・
 一
時
貸
し
駐
車
場
を
活
用
し
て
貨
物
車
の
路
上
駐
車
を
他
の
交
通
主

体
か
ら
空
間
的
に
分
離
す
る
ほ
か
、
Ｐ
Ｒ
す
る
な
ど
に
よ
り
既
に
あ
る

共
同
荷
捌
き
施
設
の
利
用
促
進
が
考
え
ら
れ
る
。

 
・
 ま
た
、
大
規
模
商
業
施
設
で
は
集
中
す
る
貨
物
車
台
数
を
抑
制
す
る
共

同
配
送
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。

 

商
店
街
等
の
中
心
市
街
地
に
は
、
人
だ
け
で
な

く
、
多
く
の
端
末
物
流
が
集
ま
り
、
こ
れ
に
よ

り
多
く
の
貨
物
車
交
通
が
発
生
し
て
い
る
。
 

・
商
業
施
設
に
は
、
買
い
物
の
た
め
の
乗
用
車
の
他
、
納
品

の
た
め
の
貨
物
車
も
集
中
し
て
い
る
。
大
規
模
商
業
施
設

に
お
い
て
は
集
中
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
55
％
が
貨
物
車

の
需
要
と
な
っ
て
い
る
。

 
・
ま
た
、
中
心
市
街
地
の
路
上
に
は
、
乗
用
車
と
同
量
の
貨

物
車
が
路
上
駐
車
を
行
っ
て
い
る
。

 

○
船
橋
駅
南
口
地
区
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
地
区
の
魅
力
の
低
下
】
 

・
 地
区
内
で
発
生
し
て
い
る
路
上
駐
車
の
約
６
割
が
貨
物
車
に
な
っ
て

お
り
、
貨
物
車
が
原
因
と
な
っ
て
様
々
な
交
通
問
題
が
発
生
し
て
い

る
。

 
・
 商
店
か
ら
み
て
も
、
地
区
の
交
通
問
題
と
し
て
、
貨
物
車
の
集
中
に
よ

る
混
雑
や
路
上
駐
車
が
重
要
な
問
題
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
地
区
の
ま

ち
づ
く
り
の
問
題
と
し
て
も
貨
物
車
の
集
中
は
地
区
の
魅
力
を
低
下

さ
せ
て
い
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
解
決
の
方
向
性
】
 

・
 京
成
電
鉄
の
連
続
立
体
化
を
は
じ
め
、
再
開
発
や
都
市
計
画
道
路
の
整

備
等
の
予
定
が
あ
り
、
今
後
、
地
区
の
空
間
配
置
が
大
き
く
変
わ
る
可

能
性
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
物
流
対
策
も
加
え
て
、
端
末
物
流
と

他
の
交
通
主
体
を
空
間
的
に
分
離
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 
・
 短
期
的
に
は
、
端
末
物
流
と
買
い
物
等
の
交
通
主
体
を
時
間
的
に
分
離

し
て
い
く
た
め
の
ル
ー
ル
策
定
等
も
考
え
ら
れ
る
。

 

5
3
.9

%
4
6.

1
%

n=
1
0
2

発
生

し
て

い
る

発
生

し
て

い
な

い
5
3
.9

%
4
6.

1
%

n=
1
0
2

発
生

し
て

い
る

発
生

し
て

い
な

い

・
船
橋
駅
南
口
地
区
は
複
数
の
鉄
道
結
節
点
で
あ
り
、
ま
た
、
大
規
模
な
商
業
施
設
を
複
数
有
す
る
商
業
地
区
で

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
乗
用
車
、
バ
ス
、
歩
行
者
、
端
末
物
流
が
集
中
し
て
く
る
地
区
で
あ
る
。

 
・
ま
た
、
当
地
区
は
、
大
規
模
な
再
開
発
の
途
上
で
あ
る
た
め
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
等
が
未
整
備
で
あ
り
、
特
定
の
幹
線
道

路
等
に
乗
用
車
、
バ
ス
、
歩
行
者
等
と
端
末
物
流
が
集
中
・
混
在
し
、
交
通
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

 

地
区
に
お
け
る
貨
物
車
が
原
因
と
な
る

交
通
問
題
(
商
店
の
意
向
)
 

・
中
心
部
に
あ
る
大
規
模
商
業
施
設
へ
の
配
送
で
は
、
他
の
個
人
商
店
へ
の
配
送
に
比
べ
、
同
様
な
横
持
ち

搬
送
の
場
合
で
も
、
駐
車
時
間
が
長
く
な
る
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。

 
・
地
区
で
は

11
時
か
ら
の
歩
行
者
天
国
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、
貨
物
車
の
集
中
は

11
時
以
前
に
な
っ
て
い
る

が
、
駐
車
時
間
が
長
い
こ
と
も
あ
り
、
大
規
模
商
業
施
設
周
辺
に
過
剰
な
貨
物
車
の
路
上
駐
車
の
集
中
が
見
ら

れ
る
。
ま
た
、
荷
捌
き
が
短
時
間
で
終
了
で
き
な
い
こ
と
か
ら

11
時
以
降
に
も
歩
行
者
天
国
内
に
貨
物
車
の
路

上
駐
車
が
残
り
、
歩
行
者
の
通
行
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
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台
数
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行
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天
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間
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の

瞬
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台
数

）

大
規
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商
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施
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に
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す

る
道
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の

路
上

荷

捌
き

駐
車

台
数
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対
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比
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用
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大
規
模
商
業
施
設
に
集
中
す
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自
動
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物
車
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乗
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ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
地
区
の
路
上
で
駐
車
し
て

い
る
自
動
車
の
貨
物
車
と
乗
用
車
の
割
合
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※
町
田
地
区
と
は
町
田
駅
周
辺
地
区
、
川
越
地
区
と
は
川
越
市
一
番
街
周
辺

地
区
、
船
橋
地
区
と
は
船
橋
駅
南
口
地
区
、
横
須
賀
地
区
と
は
横
須
賀
中

央
駅
周
辺
地
区
の
こ
と
 

駅
前
通
り
で
の
バ
ス
と
貨
物
車
の
混
在
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2)
 
不
適
切
な
貨
物
車
の
路
上
荷
捌
き
駐
車
に
よ
る
地
区
の
魅
力
の
低
下
 

 
■
物
流
の
現
状
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
地
区
で
把
握
さ
れ
た
地
区
の
課
題
（
例
）
 

                               

表
通

り
・
裏

通
り

別
路

上
駐

車
密

度
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船 橋 地 区

５ 地 区 計

表
通

り
裏

通
り

（台
／

10
0
ｍ

・
日

）

○
銀
座
地
区
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
地
区
の
魅
力
の
低
下
】
 

 
・
銀
座
地
区
で
は
、
裏
道
等
に
お
け
る
荷
捌
き
駐
車
を
含
め
、
路
上
駐
車
を
ま
ち
の
魅
力
を
低

下
さ
せ
る
要
因
と
し
て
位
置
づ
け
、
ま
ち
ぐ
る
み
の
駐
車
対
策
を
行
っ
て
い
る
。

 
 
・
貨
物
車
に
つ
い
て
は
、
対
応
が
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
路
上
で
荷
捌
き
駐
車
が
発
生

す
る
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
解
決
の
方
向
性
】
 

・
中
小
規
模
の
商
業
ビ
ル
に
お
い
て
も
駐
車
場
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
附
置
義
務
駐
車
場
の
隔

地
・
集
約
整
備
の
ル
ー
ル
を
制
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
貨
物
車
と
乗
用
車
の
需
要
実
態
に

あ
っ
た
確
保
が
で
き
る
よ
う
隔
地
・
集
約
駐
車
の
荷
捌
き
利
用
が
考
え
ら
れ
る
。

 
・
ま
た
、
全
て
の
荷
捌
き
を
集
約
駐
車
場
で
収
容
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
利
用
す

る
可
能
性
の
あ
る
貨
物
車
を
見
極
め
、
可
能
性
の
低
い
貨
物
車
に
つ
い
て
は
、
既
存

の
パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー
等
を
活
用
し
た
路
上
駐
車
の
空
間
的
な
分
離
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
。

 

商
店
街
等
の
中
心
市
街
地
で
は
、
貨
物
車
の
荷

捌
き
駐
車
用
の
ス
ペ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
無
い

こ
と
か
ら
、
路
上
荷
捌
き
駐
車
が
発
生
し
て
い

る
。
 

○
船
橋
駅
南
口
地
区
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
地
区
の
魅
力
の
低
下
】
 

 
・
貨
物
車
の
路
上
駐
車
が
地
区
の
交
通
渋
滞
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
幹
線
道
路
は

バ
ス
の
運
行
経
路
に
も
あ
た
る
た
め
、
公
共
交
通
の
円
滑
性
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

 
 
・
ま
ち
へ
の
集
ま
り
や
す
さ
を
阻
害
し
て
お
り
、
地
区
の
中
心
市
街
地
と
し
て
の
魅
力

を
低
下
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
解
決
の
方
向
性
】
 

・
京
成
電
鉄
の
連
続
立
体
化
を
は
じ
め
、
再
開
発
や
都
市
計
画
道
路
の
整
備
等
の
予
定

が
あ
り
、
今
後
、
地
区
の
空
間
配
置
が
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の

計
画
に
物
流
対
策
も
加
え
て
、
端
末
物
流
と
他
の
交
通
主
体
を
空
間
的
に
分
離
し
て

い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 
・
短
期
的
に
は
、
端
末
物
流
と
買
い
物
等
の
交
通
主
体
を
時
間
的
に
分
離
し
て
い
く
た

め
の
ル
ー
ル
策
定
等
も
考
え
ら
れ
る
。

 

・
中
心
市
街
地
に
あ
る
商
店
等
に
お
い
て
は
、
店
舗
等
に
附

帯
し
た
荷
捌
き
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る
と
こ

ろ
は
１
割
程
度
で
あ
る
。

 
・
ま
た
、
荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス
を
持
つ
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ

の
大
き
さ
が
貨
物
車
の
サ
イ
ズ
に
合
っ
て
お
ら
ず
利
用

し
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

 

・
幹
線
道
路
以
外
に
駐
車
で
き
る
と
こ
ろ
が
無
い
た
め
、
幹
線
道
路
上
に
貨
物
車
の
荷
捌
き
駐

車
が
集
中
し
て
い
る
。

 
・
様
々
な
交
通
主
体
が
集
中
し
て
い
る
上
に
道
路
構
造
が
狭
い
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
貨
物

車
の
路
上
駐
車
が
他
の
交
通
の
円
滑
な
走
行
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

 

横
須

賀
中

央
駅

周
辺

地
区

及
び

船
橋

駅
南

口
地

区
の

合
計

（3
73

店
舗

）

貨
物

車
の

荷
捌

き
用

ス
ペ

ー
ス

が
あ

る
1
1
.5

％

貨
物

車
の

荷
捌

き
用

ス
ペ

ー
ス

が
な

い
8
8
.5

％

銀
座
地
区
の
附
帯
駐
車
場
を
持
つ
２
つ
の
商
業
ビ
ル

に
出
入
り
す
る
自
動
車
の
駐
車
場
所

 

1
3
.0

4
6
.3

1
3
.0

1
1
.1

3
.7

1
3
.0

8
8
.8

0
.6

4
.7

0
.0

3
.6

2
.4

0
.0

2
0
.0

4
0
.0

6
0
.0

8
0
.0

1
0
0
.0

路 上
施 設 内 駐 車 場

施 設 外 駐 車 場

パ ー キ ン グ ・

メ ー タ ー ・

チ ケ ッ ト

そ の 他

不 明

乗
用

車

貨
物

車

構成比（％） 

船
橋

駅
南

口
地

区

交
通

に
影

響
が

あ
る

貨
物

車
の

路
上

駐
車

6
5
％

交
通

に
影

響
が

な
い

貨
物

車
の

路
上

駐
車

3
5
％

・
商
業
ビ
ル
へ
の
自
動
車
の
需
要
は
貨
物
車
の
方
が
多
い
が
、
供
給
量
が
少
な
い
た
め
、
貨
物
車
の

荷
捌
き
が
路
上
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
、
乗
用
車
と
貨
物
車
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
供
給
量

の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
お
り
、
適
切
な
た
ま
り
機
能
の
確
保
が
さ
れ
て
い
な
い
。

 

012345

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時台

１４時台

１５時台

１６時台

１７時台

１８時台

１９時台

乗
用

車
貨

物
車

１
箇

所
の

ス
ペ

ー
ス

を
複

数
の

貨
物

車
で

利
用

駐 車 場 １ マ ス あ た り の 時 間 到 着 台 数 乗
用

車
用

ス
ペ

ー
ス

容
量

：
30

台

貨
物

車
用

ス
ペ

ー
ス

容
量

：１
台

○
川
越
市
一
番
街
周
辺
地
区
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
地
区
の
魅
力
の
低
下
】
 

・
貨
物
車
の
路
上
駐
車
が
通
過
交
通
や
歩
行
者
の
円
滑
性
を
阻
害
し
て
い
る
。

 
・
特
に
当
地
区
は
首
都
圏
を
代
表
す
る
観
光
地
で
も
あ
り
、
貨
物
車
の
路
上
駐
車
が

歩
行
者
の
通
行
を
阻
害
し
て
、
安
全
性
・
回
遊
性
を
低
下
さ
せ
る
な
ど
地
区
の
魅
力

を
低
下
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
解
決
の
方
向
性
】
 

・
他
の
交
通
主
体
、
特
に
観
光
客

(歩
行
者

)と
貨
物
車
の
路
上
荷
捌
き
を
分
離
す
る
こ

と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。

 
・
当
地
区
は
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
で
あ
る
た
め
、
新
た
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
望

め
な
い
こ
と
か
ら
、
既
存
の
路
外
駐
車
場
を
活
用
す
る
空
間
分
離
の
方
法
や
観
光
客

が
少
な
い
時
間
に
荷
捌
き
を
す
る
な
ど
時
間
分
離
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

 

・
貨
物
車
の
路
上
駐
車
台
数
自
体
は
少
な
い
地
区
で
は
あ
る
が
、
観
光
客
等
が
集
ま
る
地
区
で

あ
り
、
歩
道
が
な
い
道
路
構
造
か
ら
も
、
貨
物
車
の
路
上
駐
車
が
歩
行
者
の
通
行
に
影
響
を

与
え
て
い
る
。

 
・
同
時
に
中
心
市
街
地
の
南
部
と
北
部
を
結
ぶ
幹
線
道
路
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら

円
滑
な
走
行
を
妨
げ
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
る
。

 

附
帯
し
た
荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス

が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
の

大
き
さ
が
小
さ
く
ト
ラ
ッ
ク

の
利
用
が
で
き
な
い

 

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
地
区
に
お
け
る
貨
物
車
の
 

路
上
駐
車
の
駐
車
場
所
 

中
心
市
街
地
に
お
け
る
荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス
の
整

備
状
況
 

10 

※
町
田
地
区
と
は
町
田
駅
周
辺
地
区
、
川
越
地
区
と
は
川
越

市
一
番
街
周
辺
地
区
、
船
橋
地
区
と
は
船
橋
駅
南
口
地

区
、
横
須
賀
地
区
と
は
横
須
賀
中
央
駅
周
辺
地
区
の
こ
と
 

※
表
通
り
と
は
、
調
査
対
象
地
区
で
通
過
交
通
が
多
い
幹
線
道
路
を
指
し
、
裏
通

り
と
は
そ
れ
以
外
の
道
路
と
し
た
 

※
川
越
地
区
の
調
査
対
象
区
間
は
表
通
り
の
み

注
：
貨

物
車

の
路

上
駐

車
に

よ
り

通
貨

交
通

が
「
ブ

レ
ー

キ
を

踏

ん
だ

」
又

は
「
セ

ン
タ

ー
ラ

イ
ン

を
超

え
た

」
よ

う
な

場
合

「
影

響

を
受

け
た

」と
し

て
調

査
し

た
。
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平
均

横
持

ち
搬

送
距

離
（往

復
距

離
(m

)）

56
.9

80
.8

54
.1

65
.4

02040608010
0

町
田

地
区

横
須

賀
地

区
船

橋
地

区
３

地
区

計

（ｍ
）

 
3)
 
横
持
ち
搬
送
と
歩
行
者
等
と
の
混
在
に
よ
る
地
区
の
魅
力
の
低
下
 

 
■
物
流
の
現
状
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
地
区
で
把
握
さ
れ
た
地
区
の
課
題
（
例
）
 

                  
 

                 

商
店
街
等
の
中
心
市
街
地
で
は
、
適
切
な
位
置
に
貨
物
車
の

荷
捌
き
駐
車
用
の
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
駐
車
場
所
か
ら
目
的
施
設
ま
で
の
間
で
横
持
ち
搬
送

が
生
じ
て
い
る
。
 

○
横
須
賀
中
央
駅
周
辺
地
区
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
地
区
の
魅
力
の
低
下
】
 

・
交
通
イ
ン
フ
ラ
が
あ
る
程
度
整
っ
て
い
る
横
須
賀
中
央
駅
周
辺
地
区

で
あ
る
が
、
荷
捌
き
駐
車
場
所
が
適
切
な
位
置
で
な
い
た
め
、
歩
行

者
が
多
く
通
行
す
る
よ
う
な
歩
道
に
お
い
て
横
持
ち
搬
送
が
生
じ
て

お
り
、
地
区
内
の
歩
行
者
の
通
行
を
阻
害
し
て
お
り
、
地
区
の
魅
力

の
低
下
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
解
決
の
方
向
性
】
 

・
横
持
ち
搬
送
が
歩
行
者
の
多
い
区
間
に
混
在
し
な
い
よ
う
に
適
切
な

位
置
に
荷
捌
き
場
所
を
確
保
し
、
空
間
的
に
横
持
ち
動
線
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 
・
ま
た
、
歩
行
者
と
の
混
在
を
避
け
る
た
め
に
は
、
歩
行
者
が
集
中
す

る
時
間
を
避
け
て
荷
捌
き
を
行
う
な
ど
時
間
分
離
を
行
い
対
応
し
て

い
く
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

 

・
建
物
内
に
荷
捌
き
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
駐
車
場

所
か
ら
目
的
施
設
の
間
で
必
ず
、
横
持
ち
搬
送
が
発
生
し
て
い
る
。

 
・
地
区
の
道
路
網
の
状
況
（
例
え
ば
、
目
的
施
設
前
面
に
駐
車
可
能
か
ど
う

か
等
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
搬
送
距
離
は
異
な
る
が
、
自
由
に
駐
車
で
き
る

場
合
は
、
目
前
に
駐
車
す
る
な
ど
横
持
ち
搬
送
距
離
が
短
く
な
る
場
所
に

駐
車
す
る
傾
向
が
あ
る
。

 

・
全
て
の
道
路
に
歩
道
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
歩
行
環
境
が
整
っ
た
地
区
で
あ
る
が
、

駅
前
や
大
規
模
商
業
施
設
周
辺
の
横
断
歩
道
な
ど
、
多
く
の
歩
行
者
が
滞
留
す
る
よ

う
な
場
所
に
お
い
て
は
、
横
持
ち
搬
送
と
歩
行
者
が
混
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歩
行

者
と
の
錯
綜
が
発
生
し
て
い
る
。

 

○
船
橋
駅
南
口
地
区
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
地
区
の
魅
力
の
低
下
】
 

 
・
当
地
区
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と
し
て
も
歩
行
者
・
自
転
車

の
利
用
し
や
す
い
空
間
を
目
指
し
て
い
る
が
、
横
持
ち
搬
送
が
歩
行

空
間
に
混
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歩
行
者
の
安
全
な
通
行
が
阻
害

さ
れ
て
お
り
、
歩
行
者
の
回
遊
性
を
低
下
さ
せ
る
な
ど
地
区
の
魅
力

が
低
下
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
解
決
の
方
向
性
】
 

・
京
成
電
鉄
の
連
続
立
体
化
を
は
じ
め
、
再
開
発
や
都
市
計
画
道
路
の

整
備
等
の
予
定
が
あ
り
、
今
後
、
地
区
の
空
間
配
置
が
大
き
く
変
わ

る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
合
わ
せ
て
、
横
持
ち
の
動
線

を
考
慮
し
た
荷
捌
き
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
等
が
考
え
ら
れ
る
。

 
・
ま
た
、
短
期
的
に
は
、
地
域
の
荷
捌
き
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
て
、

歩
行
者
が
集
ま
る
時
間
帯
を
避
け
て
荷
捌
き
を
実
施
す
る
な
ど
時
間

的
に
分
離
を
図
っ
て
い
く
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

 
 

・
駅
前
通
り
に
お
い
て
は
、
歩
道
の
一
部
が
駐
輪
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た

り
、
商
店
の
看
板
等
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
歩
行
者
の
通
行
で
き
る
空
間
が
狭
く
な
っ

て
い
る
。

 
・
駅
前
通
り
は
、
歩
行
者
天
国
を
実
施
し
て
い
る
町
田
地
区
に
匹
敵
す
る
歩
行
者
通
行

量
が
あ
る
が
、
道
幅
が
狭
く
、
歩
行
者
・
自
転
車
等
も
多
い
こ
と
か
ら
、
横
持
ち
搬

送
等
が
混
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歩
行
者
等
と
錯
綜
が
発
生
し
て
い
る
。

 

町
田

地
区

、
横

須
賀

地
区

、
船

橋
地

区
、

川
越

地
区

の
合

計
（
2
,2

7
7
台

）

荷
捌

き
あ

り
62

％

荷
捌

き
な

し
3
8
％

8
.3

%

2
8
.3

%
2
4
.4

%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

横 須 賀 地 区 計

駅 前 周 辺

大 規 模 商 業 施 設

付 近

錯 綜 発 生 率 （ ％ ）

8
6

2
9

9
1
4

0

2
5

5
0

駅 前 ロ ー タ

リ ー 周 辺

フ ェ イ ス の 裏

駅 前 通 り

本 町 通 り

船 橋 地 区 計

横
持

ち
搬

送
と

歩
行

者
の

錯
綜

の
発

生
率

（％
）

駅
前
通
り
で
は
、
歩
道
上
が
駐
輪
施
設
と

し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
歩
行
者
、
自
転

車
、
荷
捌
き
が
混
在
す
る
。
 

1
0時
頃
の
駅
前
通
り
で
の
混
在
状
況
。

荷
捌
き
（
横
持
ち
搬
送
）

の
発
生
状
況
 

平
均
横
持
ち
搬
送
距
離
 

駐
車
の
し
や
す
さ
に
よ
っ
て
異
な
る
横
持
ち
搬
送
距
離
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歩
道
上
で
行
わ
れ
て

い
る
横
持
ち
搬
送
（
銀

座
地
区
）
 

※
町
田
地
区
と
は
町
田
駅
周
辺
地
区
、
船
橋
地
区
と
は
船
橋
駅
南

口
地
区
、
横
須
賀
地
区
と
は
横
須
賀
中
央
駅
周
辺
地
区
の
こ
と

注
：
調

査
員

の
目

視
に

よ
り

、
横

持
ち

搬
送

が
歩

行
者

や
自

転
車

等
に

「
接

触
し

た
」
又

は
「
接

触
し

そ
う

に
な

っ
た

」
場

合
、

「錯
綜

し
た

」と
し

て
調

査
し

た
。

 

41

95

5
5

02040608010
0

店舗の前面に
駐車できる区間

自由に駐車が
できない区間への
配送がある街区

船橋地区計

平 均 横 持 ち 搬 送 距 離 （ ｍ ）

往 復 距 離
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■ケーススタディ地区調査で得られた端末物流の諸元 

  ケーススタディ地区での実態調査から明らかになった端末物流の特徴のうち、ここでは、

広く活用可能な端末物流の諸元について、貨物車集中原単位や路上駐車の発生状況、横持

ち搬送の特徴等の一部を例示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○貨物車の半数以上が 10 分以内の駐車だが、台時では長時間駐車のシェアは大きい。
 ・５分未満で駐車を終了する貨物車台数は、32％であり、10 分以内で半数以上の貨物車が
駐車を終了している。 

 ・道路空間を占める路上駐車の台時でみると、１時間以上の長時間駐車で 40％以上を占め、
30分以上まで含めると 60％を占める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-7 駐車時間ランク別の駐車台数と駐車台時（延べ駐車時間）の構成比 

○施設の種類により貨物車の集中が異なる 

 ・百貨店では、多くの人とともに物流も集中しており、施設当たりの貨物車集中量は大きい。 
・百貨店等がある地域では、百貨店が１店舗あるだけでも相当量の貨物車の集中することと
なる。 

・コンビニエンスストアでは、平均で６台の貨物車が集中しているが、床面積あたりの貨物
車集中量では、百貨店以上の貨物車集中量がある。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-6 施設種類別施設数当たり貨物車集中量 

施設種類別1施設当り貨物車集中原単位
（台/施設）（横須賀・船橋計）

1.34

5.57

1.57

0.65

1.33

55.00

1.39

1.68

0 20 40 60

物販店

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

飲食店

事務所

その他

百貨店

百貨店以外

合計

（台/施設）

施設種類別床面積当り貨物車集中原単
位（台/100㎡）（横須賀・船橋計）

2.18

19.31

2.12

0.48

0.46

0.11

1.48

0.47

0 5 10 15 20 25

物販店

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

飲食店

事務所

その他

百貨店

百貨店以外

合計

（台/100㎡）

6 9

22

9

13

8

8

6

5

6

4

12

6

9

3

18

4

17

233

～５分 ～10分 ～15分 ～20分 ～25分 ～30分 ～45分 ～１時間～２時間 ２時間超

0% 20% 40% 60% 80% 100%

駐車台時

駐車台数

凡　　　例

～５分 ～10分 ～15分 ～20分 ～25分 ～30分

～45分 ～１時間 ～２時間 ２時間超
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○横持ち搬送の手段や目的施設の種類によって搬送距離や駐車時間は異なる。 

  ・台車の搬送では、距離が長く駐車時間も短いが、ロールボックスでは、短い距離でも
駐車時間が長くなっている。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  図 1-8 横持ち搬送距離ランク別 横持ち件数  ロールボックスによる搬入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1-9 横持ち搬送手段別 平均搬送距離  図 1-10 横持ち搬送手段別 平均駐車時間

 

訪問施設数別平均駐車時間（分）
（町田・横須賀計）

13.0

21.8

16.6

33.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

手持ち 台車 ﾛｰﾙ
ﾎﾞｯｸｽ

合計

平
均

駐
車

時
間

（
分

）

横持ち手段別平均横持ち距離（m）
（町田・横須賀計）

30.1

39.2
36.9

11.0

0

10

20

30

40

50

手持ち 台車 ﾛｰﾙ
ﾎﾞｯｸｽ

合計

平
均

横
持

ち
搬

送
距

離
（
m

）

～150ｍ
4%

150ｍ超
2%

～100ｍ
6%

～75ｍ
6%

～50ｍ
6%

～40ｍ
6%

～30ｍ
9%

～20ｍ
17%

～10ｍ
19%

～５ｍ
25%

平均横持ち
搬送距離

32.7ｍ

町田駅周辺地区、船橋駅南口

地区、横須賀中央駅周辺地区

の合計 
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第２章 まちづくりの課題に対応した物流施策の立案 

～ 端末物流対策のたて方 ～ 
 
２－１ 端末物流の施策メニュー 
 
地区へのアクセスや歩行者の安全性の低下といった中心市街地の課題は、貨物車交通の集

中､貨物車の路上駐車､横持ち搬送などの端末物流が歩行者やバス、乗用車等と限られた空間

に混在することによって生じている。そのため､これらの課題に対しては、貨物車交通の集中、

貨物車の路上駐車、横持ち搬送等の端末物流の各段階で、混在を回避することが重要である。 
 
端末物流の施策メニューは、中心市街地の課題の原因となっている端末物流に対応して「貨

物車の路上駐車に対する施策」「横持ち搬送に対する施策」「貨物車交通の需要に対する施策」

に体系化できる。 

 

「貨物車の路上駐車に対する施策」では、貨物車の路上駐車と他の交通主体を空間的に分

離する施策、時間的に分離する施策、貨物車の路上駐車を抑制する施策がある。主に貨物車

の路上駐車台数の削減や駐車時間の短縮によって、問題が生じている場所や時間帯での混在

を回避する施策である。 

「横持ち搬送に対する施策」では、横持ち搬送と歩行者等の動線と他の交通主体を空間的・

時間的に分離する施策、横持ち搬送を抑制する施策がある。主に、横持ち搬送が歩行者と混

在する時間や距離の短縮や発生する回数を削減し、歩行者との混在を回避する施策である。 

「貨物車交通の需要に対する施策」では、貨物車交通需要自体を、量的、時間的、空間的 

にコントロールし、問題発生

原因である貨物車を抑制す

る施策がある。主に地区内で

の貨物車走行の台数、距離や

時間を削減し、他の交通との

混在を回避する施策である。 

 

このように、端末物流対策

は、端末物流と歩行者やバス、

乗用車を空間的、時間的に分

離したり、貨物車交通や貨物

車の路上駐車自体を抑制し

て、人と物の混在を回避する

施策となる（図2-1、表2-1）。                      

図 2-1 地区の物流問題に対応した施策の類型 
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表
2-
1
 
端
末
物
流
の
施
策
メ
ニ
ュ
ー
 

施
策
グ
ル
ー
プ
 

対
応
の
手
法
 

地
区
の
問
題
 
事
例
 

 
 

 

大
分
類
 
中
分
類
 

小
分
類
 

空 間
 
時 間
抑 制

ア ク セ ス

た ま り

回 遊
実
施
地
区
例
 

本
格
実
施
の
有
無
実
施
主
体
 
協
力
者
 

 
ポ
ケ
ッ
ト
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
等
の
整
備
 

○
 

 
 

○
○

○
金
沢
市
 

本
格
実
験
 

金
沢
市
 

 

 

新
た
に
貨
物
車
用
の
駐

車
ス
ペ
ー
ス
を
整
備
 

公
共
駐
車
場
等
の
整
備
に
あ
わ
せ
た
荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
 

○
 

 
 

○
○

○
町
田
市
 

本
格
実
施
 

公
社
、
町
田
市
 

 

 
遊
休
地
の
暫
定
利
用
 

○
 

 
 

○
○

○
 

 
 

 

 
既
存
駐
車
場
（
一
時
貸
し
）
の
転
用
に
よ
る
荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
 

○
 
○

 
○

○
○

都
内
各
所
 

本
格
実
施
 

 
駐
車
場
事
業
者
 

 
公
共
施
設
の
駐
車
場
の
転
用
 

○
 
○

 
○

○
○

 
 

 
 

 
銀
行
等
業
務
施
設
の
駐
車
場
の
転
用
 

○
 
○

 
○

○
○

 
 

 
 

 
他
の
商
業
施
設
の
荷
捌
き
場
の
共
同
利
用
 

○
 
○

 
○

○
○

吉
祥
寺
駅
北
口
社
会
実
験

社
会
実
験
 

武
蔵
野
市
･東
京
都
 

 

 
道
路
や
鉄
道
の
高
架
下
の
活
用
 

○
 

 
 

○
○

○
台
東
区
上
野
社
会
実
験
 

板
橋
区
首
都
高
６
号
線
下

社
会
実
験
 

本
格
実
施
 

 公
社
 

 地
権
者
 

 

既
存
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス

を
貨
物
車
用
の
駐
車
ス

ペ
ー
ス
へ
転
用
 

神
社
・
寺
院
等
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
の
活
用
 

○
 
○

 
○

○
○

 
 

 
 

 
駐
車
場
条
例
に
よ
る
荷
捌
き
駐
車
施
設
の
附
置
義
務
基
準
値
の
制
定
・
普
及
 
○
 

 
 

○
○

○
 

本
格
実
施
 

行
政
 

民
間
ビ
ル
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
・
普
及
 

○
 

 
 

○
○

○
 

本
格
実
施
 

商
業
者
 

 

 
附
置
義
務
駐
車
場
の
隔
地
・
集
約
整
備
等
の
ル
ー
ル
化
・
普
及
 

○
 

 
 

○
○

○
東
京
都
銀
座
地
区
 

本
格
実
施
 

中
央
区
、
東
京
都
 
 

 

○
道
路
空
間
外
で
荷
捌
き
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
施
策
 

・
道
路
以
外
で
荷
捌
き
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
転
用
で
き
る
場
所
が
あ

る
と
こ
ろ
で
は
、
専
用
や
他
の
交
通
主
体
と
共
用
す
る
な
ど
し

て
荷
捌
き
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
も
の
 

・
な
お
、
共
用
を
図
る
場
合
は
、
時
間
帯
に
よ
る
区
分
な
ど
を
あ

わ
せ
て
行
う
方
法
が
あ
る
 

 

着
施
設
側
で
の
荷
捌
き

駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

再
開
発
ビ
ル
等
に
お
け
る
附
置
義
務
荷
捌
き
場
の
整
備
促
進
 

○
 

 
 

○
○

○
 

本
格
実
施
 

民
間
ビ
ル
 

 

  
車
線
数
や
中
央
線
（
車
線
）
変
更
に
よ
る
創
出
 

○
 
○

 
○

○
 

渋
谷
地
区
 

本
格
実
施
 

道
路
管
理
者
 

交
通
管
理
者
（
警
察
）

 

 
一
方
通
行
化
に
よ
る
創
出
 

○
 
○

 
○

○
 

 
 

 
 

 

車
線
数
や
車
線
幅
等
の

変
更
に
よ
り
新
た
に
貨

物
車
用
の
駐
車
ス
ペ
ー

ス
を
整
備
 

歩
道
の
減
少
に
よ
る
創
出
（
ﾄ
ﾗ
ｯ
ｸ
ﾍﾞ
ｲ
の
設
置
）
 

○
 
○

 
○

○
 

台
東
区
上
野
社
会
実
験
 

社
会
実
験
 

 
 

 
タ
ク
シ
ー
ベ
イ
の
共
同
利
用
（
時
間
区
分
）
 

○
 
○

 
○

○
 

長
崎
市
 

本
格
実
施
 

交
通
管
理
者
（
警
察
）

 
タ
ク
シ
ー
協
会
 

 
バ
ス
ベ
イ
の
共
同
利
用
（
時
間
区
分
・
ベ
イ
の
延
長
）
 

○
 
○

 
○

○
 

広
島
市
 

本
格
実
施
 

交
通
管
理
者
（
警
察
）

 
バ
ス
協
会
 

 

○
路
上
空
間
上
で
荷
捌
き
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
施
策
 

・
既
に
道
路
上
に
あ
る
タ
ク
シ
ー
や
バ
ス
、
乗
用
車
等
の
他
の
交

通
主
体
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
共
同
利
用
や
転
用
し
て
、
貨
物
車

（
荷
捌
き
）
用
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
も
の
 

・
な
お
、
共
用
を
図
る
場
合
は
、
時
間
帯
に
よ
る
区
分
な
ど
を
あ

わ
せ
て
行
う
方
法
が
あ
る
 

 

既
存
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を

貨
物
車
用
の
駐
車
ス
ペ
ー

ス
に
転
用
・
共
同
利
用
 

既
存
パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー
の
転
用
 

○
 
○

 
○

○
 

都
内
各
所
 

本
格
実
施
 

交
通
管
理
者
（
警
察
）

 

 
荷
捌
き
路
上
駐
車
の
駐
車
禁
止
の
解
除
 

 
○

 
○

○
 

金
沢
市
片
町
地
区
 

本
格
実
施
 

交
通
管
理
者
（
警
察
）

 

 
 

貨
物
車
の
駐
車
の
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
 

 
○

 
○

○
 

日
本
橋
横
山
町
 

本
格
実
施
 

交
通
管
理
者
（
警
察
）

 

 
○
建
築
基
準
の
見
直
し
 

貨
物
車
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
た
入
口
の
高
さ
、
幅
、
車
室
の
大
き
さ
へ
の
配
慮
・
確
保
 

○
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 

路
上
駐
車
取
締
り
の
強
化
・
徹
底
 

 
 

○
○

○
○

 
 

交
通
管
理
者
（
警
察
）

 

大
規
模
開
発
ビ
ル
の
新
設
に
あ
わ
せ
た
共
同
荷
受
け
施
設
の
整
備
 

 
 

○
○

 
 

大
規
模
再
開
発
ビ
ル
（
新
丸
ビ
ル
）
本
格
実
施
 

民
間
ビ
ル
 

 

空
き
店
舗
等
の
活
用
に
よ
る
共
同
荷
受
け
施
設
の
確
保
 

 
 

○
○

 
 

各
所
（
ヤ
マ
ト
運
輸
等
）
 

 
運
輸
事
業
者
 

地
権
者
 

 
○
貨
物
車
の
路
上
駐
車
台
数
や
駐
車
時
間
を
抑
制
す
る
施
策
 

・
貨
物
車
の
路
上
駐
車
を
適
切
な
場
所
へ
誘
導
し
、
効
果
的
に
利

用
す
る
た
め
、
混
在
が
生
じ
る
場
所
で
は
、
路
上
駐
車
を
規
制

す
る
取
り
組
む
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
ま
た
、
限
ら
れ
た
荷
捌
き
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
効
果
的
に
活
用
す

る
に
は
、
駐
車
時
間
の
短
縮
化
な
ど
を
図
る
方
法
も
あ
る
。
 

荷
受
け
の
共
同
化
 

駐
車
場
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し
た
共
同
荷
受
け
施
設
の
確
保
 

 
 

○
○

 
 

 
 

 
地
権
者
 

 
横
持
ち
搬
送
専
用
の
通
路
、
貨
物
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
の
新
設
 

○
 

 
 

 
 

○
海
外
 
ダ
ラ
ス
 

大
規
模
ビ
ル
（
ｴﾚ
ﾍ
ﾞ
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○
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横 持 ち 搬 送 に 対 す

る 施 策 

貨 物 車 交 通 の 需 要 に 対 す る

施 策 
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○代表的な端末物流施策の事例 
a) 車線数や車線幅等の変更等により新たに貨物車用の駐車スペースを整備する方法の例 
 （渋谷区、渋谷駅前地区の社会実験の事例） 

・東京都渋谷区では、地区の道路混雑を改善するために、総合的な社会実験を行った。 

・そのうち、貨物車の路上駐車対策として、車線幅の変更等によって路上に荷捌き駐車スペースの新

設を行った。 

・道路交通に与える影響として走行速度の改善効果が高く、貨物車の路上駐車を適正化した効果が発

揮されている。 

・社会実験により効果が明らかにされ、都内各地での荷捌き駐車用スペースの確保につながっている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   図 2-2 渋谷における路上での空間確保の仕方 

 
b) 再開発ビル等における附置義務荷捌き場の整備促進（千代田区、新丸ビルの事例） 

・丸ビルは平成 11 年より建て替えに着工し、平成 14 年にグランドオープンを迎えた。 

・建替えに当たって、建物地下部に荷捌き場を整備した。なお、当初から４ｔ車クラスの貨物車の利用

を考えて、通路、駐車枠ともに高さ、幅等を確保している。 

・また、単なる駐車枠のみでなく、荷役がしやすいように車室の後ろ側に荷捌きスペースも確保してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 ４ｔ車クラスの貨物の利用を想定した    図 2-4 丸の内地区内で高さが確保できてい 
荷捌き場の確保事例               ないビルの事例(高さ 2.1ｍでは貨物車

利用に十分ではない) 

 

○施策の効果 

・通行車両の空間が適正に確保さ
れたことにより、地区内の走行
速度が約８km/h 改善した。 
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c)地区型共同集配（横浜元町地区共同集配の事例） 

・商店街を中心として周辺の住宅も含めた共同集配システム。 

・商店街から、約 500ｍに位置する配送センターに集められた貨物は、専用の車両に積み替えられて

各店舗に配送される。 

・地区外周道路に共同集配車両専用の荷捌き施設を整備し、各店舗へはそこから台車を用いて配送。

・大型貨物車の通行や貨物車総量を抑制する共同配送の取り組みとして全国でも珍しい商店会が中心

となって実施した事例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 元町地区における共同配送のイメージ      資料 元町地区共同配送システムマニュアルより 

 

・共同集配の実施のため、商店街から

約500ｍ離れたところに配送センタ

ーを設置（運営主体のひとつである

藤木興業の既存施設を活用） 

・地区内には、共同集配用の車両が駐

車できる荷捌き場所を整備し、確保

している。 

 

d) 段差の解消等の物流バリアフリーの推進 

（町田市における共同荷捌き施設にスロープを設置した事例） 

・段差の解消や荷捌き専用通路の確保。 

・路外の荷捌き施設等では、スロープ等の設置だけ

でも利便性が向上する。町田では共同荷捌き施設

である「ぽっぽ町田」の脇に自転車等と共用によ

るスロープを設置し、荷物の横持ちの効率化を図

っている。 

 

 

 

                          図 2-8 荷捌き用台車・自転車共用の通路 

 

 

 

図 2-6 共同集配センター 図 2-7 共同配送用駐車スペース
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２－２ 端末物流施策の考え方 

 
 
 
貨物車の路上駐車による端末物流問題は、中心市街地において荷捌きスペースが不足している

ことから路上荷捌き駐車が発生し、他の交通と混在が生じることにより発生している。 
貨物車の路上駐車と他の交通との混在を解消するためには、荷捌き駐車スペースを確保して不

適切な貨物車の路上駐車台数を減少させ、他の交通との混在を回避していくことが重要である。 
荷捌き駐車スペースは、原則的には物流の集中源である着施設において確保を図るべきであり、

標準駐車場条例によって荷捌き附置基準が定められているが、対象が大規模施設に限られること、

全ての都市で定められていないこと、整備までに時間がかかることなどから、全ての路上荷捌き

駐車に対応していくことは困難である。そのため、地区単位で路外や路上に荷捌き駐車を行うス

ペースの確保を図ることが重要となる。 
 
荷捌き駐車スペースを確保する方法は、路外に確保できる場合は、路外の空間を優先し、路外

での確保が難しい場合は、問題の発生が無い道路上の空間にスペースの確保を図っていく。また、

荷捌き専用の駐車スペースを確保できない場合については、他の交通の駐車スペースを時間で区

切った共同利用等を図る必要がある。具体的な方法は表 2-1に示したとおりである。 
  
また、特定時間のみに混在が発生している場合など、時間的に混在問題の発生に特徴がある場

合については、貨物車の路上駐車ができる時間をコントロールすることで、混在問題が発生して

いる時間帯の貨物車の路上駐車を減少させ、貨物車の路上駐車と他の交通主体との混在を回避し

ていく方法もある。 
 
同時に、これらの空間へ荷捌き駐車を誘導するために、違法路上駐車の取締りの徹底や荷捌き

駐車スペースを効率的に利用するために駐車時間を短縮化させる施策等との連携を図る必要があ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-9 貨物車の路上駐車に対する施策の考え方 

■貨物車の路上駐車に対する施策の考え方 
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横持ち搬送による端末物流問題は、貨物車から目的施設の間で生じる横持ち搬送の動線と

歩行者や自転車が混在することによって生じている。 
そのため、貨物車の荷捌き駐車場所の配置や貨物車が荷捌きできる時間を適切にコントロ

ールすることによって、多くの問題への対応が可能である。 
横持ち搬送は、荷捌き駐車場所が目的施設の敷地内で確保できない限り発生し、商店街な

どの個別商店の多くが客の出入口と物の搬入口が同じであることから、横持ち搬送と歩行者

等との混在を完全に解消することは困難なため、可能な限り混在を少なくしていくことが重

要である。 
 
横持ち搬送と歩行者等との混在を減少していくためには、横持ち搬送用の通路を確保し、

歩行者空間内での横持ち搬送距離を削減していくことや、段差を解消して横持ち搬送の効率性

をあげ、歩行者空間内の滞在時間を削減していくことによって混在回避を図ることが重要である。 

しかし、中心市街地で横持ち搬送用の通路を確保することは、ほとんど不可能に近いため、貨

物車の路上駐車に対する施策と連動しながら、時間的なコントロールを行い、問題が発生してい

る時間での横持ち搬送と歩行者等との混在を回避していくことも重要である。 

 

また、一部の大規模ビル等で行われている館内配送(縦持ち搬送の共同化)等と同じように、共

同荷受け施設等を起点として、商店街内の納品貨物を一括して配送するような、横持ち搬送の発

生を抑制する対策についても検討する重要性は高い。 

 

 

 
 
 
 
 
 

図 2-10 横持ち搬送に対する施策の考え方 
 
 

 
 交通インフラの整備が遅れているような地区においては、貨物車交通の集中によって、他の交

通と混在を生じて、問題・課題が発生している。また、大規模な商業施設等については施設当た

りの貨物車や物流重量の集中が多く、過剰な貨物車交通の集中が他の交通との混在の一因となっ

ている。 
端末物流問題の多くは、貨物車の路上駐車に対する施策で対応できることが多いと考えられる

■横持ち搬送に対する施策の考え方 

■貨物車交通需要に対する施策の考え方 



 

 20

が、インフラの供給量に比べて物流・貨物車の需要量が多い場合などについては貨物車需要に対

応した施策が必要であり、物流ＴＤＭ施策として位置づけられる。 
 
混在を回避する方法としては、貨物車の通行できる空間やルートを規制・誘導することによっ

て地区内における貨物車の走行距離や滞在時間の減少を図り混在を回避する方法がある。この方

法については、新たな空間の創出等が必要となる場合もあり、地区において都市計画道路の整備

や面的開発が行われる場合に同時に物流・貨物車用の空間の確保を検討することが重要である。 
 
空間的・面的な開発等が望めない地区や問題が生じている時間に特徴がある地区では、限られ

た空間内で集中してくる交通を分離する方法として時間的な分離を図る方法がある。 
貨物車需要に対する時間的な分離では、貨物車や他の乗用車のアクセスの制限にも及ぶ場合も

あり、地区の実情を踏まえた対応を図ることが重要である。 
 
 また、貨物車交通と他の交通を分離する以外に、貨物車の台数自体を抑制したり、地区内での

無駄な走行を抑制することで混在を回避する方法もある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-11 貨物車の需要に対する施策の考え方 
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２－３ 端末物流施策の立案にあたっての留意点 

 
端末物流施策の立案にあたっては、端末物流が他の交通と混在を生じている場所や時間を把握

した上で、貨物車の路上駐車に対する施策、横持ち搬送に対する施策、貨物車需要に対する施策、

それぞれの中から、地区の実態に応じて実施可能な施策を立案していくこととなる。 
立案にあたっては、端末物流の実態、地区のインフラの状況、他の交通主体の実態等から、そ

れぞれについて、以下のような点に配慮が必要である。 
 
 
 a)空間的な分離（貨物車駐車スペースの確保） 

  ・利用者が利用しやすいスペース確保 
  ・新たな問題が生じないような配置や利用方法 
 b)時間的な分離（駐車時間のタイムシェアリング） 

  ・分離時間の検討 
  ・地区の物流実態（納品時間の変更可能性等）への配慮 
 
 
 a)空間的な分離（横持ち搬送通路の確保） 

  ・問題が生じない動線の確保 
 b)時間的な分離（横持ち搬送のタイムシェアリング） 

  ・分離時間の検討 
  ・地区の物流実態（納品時間の変更可能性等）への配慮 
 c)横持ち搬送の抑制 

  ・地区の物流実態（混載可能性等）への配慮 
 
 
 a)空間的コントロール（貨物車走行空間の確保等） 

  ・新たな空間の確保 
 b)時間的コントロール（地区への流入の時間規制等） 

  ・分離時間の検討 
  ・地区の物流実態（納品時間の変更可能性等）への配慮 
c)貨物車需要の抑制 

  ・地区の物流実態（混載可能性等）への配慮 
 

①路上駐車に対する施策立案の留意点 

②横持ち搬送に対する施策立案の留意点 

③貨物車交通の需要に対する施策立案の留意点 
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２－４ 総合的なまちづくりを進めるための端末物流対策の推進 

（１）まちづくりの方向性と物流施策の関係 
 

地区へのアクセス性の向上、歩行者空間の確保といった、地区のまちづくりの目標を実現

するためには、端末物流対策も併せて実施することが重要である。 

まちづくりの方向性に併せ、地区の課題の原因となっている貨物車交通の集中、貨物車の

路上駐車、横持ち搬送の端末物流と歩行者、バス、乗用車等を空間的・時間的に分離したり、

貨物車交通や貨物車の路上駐車自体の抑制等する端末物流施策を実施する必要がある。 

 

中心市街地で想定されるまちづくりの方向性と端末物流施策の関係は、図 2-12 のように整

理できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-12 中心市街地のまちづくりの方向性と端末物流施策の関係 

 
■社会実験における取り組み 

  近年の社会実験では、地区交通の改善の中での物流対策の位置付けが明確にされ、地区

交通改善の一翼を担う施策として総合的に取り組まれており、一定の効果をあげている。 
  社会実験の事例地区では、当初、物流による問題が認識されていなかったものの検討段

階で必要性が認識されたものなどもある。 
 

表 2-2 端末物流施策が盛り込まれた社会実験の事例 
実験メニュー 

実験地区名 目的 
端末物流施策 その他の施策 

施策の効果 

① 
渋谷駅地区

(ｽﾑｰｽﾞｼﾌﾞﾔ) 

安全な歩行空間の確保

と道路交通渋滞の緩和

を目的に実施。 
・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設置 

・連絡ﾊﾞｽの運行による

周辺駐車場の活用 
・自転車駐輪のﾙｰﾙ化 

・路上駐車が約 3割減少 
・走行速度が 5～8km/h
向上  等 

② 
千葉県柏駅

東口地区 

駅前地区における交通

環境改善を目的に実

施。 
・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設置 

・トランジットモール 
・歩行空間の拡大 
・ﾀｸｼｰﾌﾟｰﾙの遠隔化等 

・対象地区への流入交通

量が 8.6%減少 等 

③ 
町田市中央

通り商店街

地区 

歩行者が安心して買い

物や散策ができるまち

づくりを目的に実施。 

・共同荷捌き駐車場

の新設 
・商店街内共同配送 

・歩行者天国区間への

車両進入規制の徹底 

・中央通りへの車輌流入

が 90 台/日から 16 台/
日に減少  等 

④ 
自由が丘駅

前地区 

歩行空間の確保及び高

齢者等を考慮したまち

づくりを目的に実施。 
・荷捌きｽﾍﾟｰｽの設置 ・トランジットモール 

・歩行空間の拡大 
・宅配車両・運送車両の

台数減少 等 
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（２）端末物流対策に関連する地区交通施策やまちの基盤づくりと併せた端末物流対

策の実施 
 
端末物流対策をスムーズに実現化するには、駐車場整備と貨物車の荷捌き駐車スペースの

確保など端末物流対策に関連する地区交通施策や、まちの基盤づくりと併せて、端末物流対

策を実施することが有効である。 

 

例えば、貨物車の路上駐車に対する施策のうち、空間的な分離を図る施策では、公共駐車

場の整備に併せ場内に貨物車の荷捌き駐車スペースを確保したり、市街地の面的な開発・整

備に併せ、街区にポケットローディング等を整備することなどが考えられる。 

端末物流施策に単独で取り組むことが難しい場合についても、他の地区交通施策やまちの

基盤づくりに併せて実施することで実現化しやすくなったり、まちの課題の改善に対して、

効果を発揮しやすくなる。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-13 まちづくりに対応した総合的な端末物流対策の推進イメージ 
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第３章 端末物流施策の実現に向けた取り組み 

             ～ 上手に進めていくために ～ 
 
 本章では、端末物流施策の実現化を上手に進めていくために、どのような検討体制が必要

なのか、まちづくりの中へ端末物流施策を取り組む方法、端末物流施策を実現化するために

活用できる制度を示す。 
 

３－１ 端末物流施策検討の体制、組織づくり 

 

端末物流施策の検討をスムースに実現させていくには、問題の認識・施策の立案等のプロ

セスにおいて、関係者の間で意識の共有化（合意形成）を図り、各種主体と連携を取りなが

ら検討を進めることが重要である。 

端末物流に関わるプレーヤーは幅広く、利害関係者が多いため、施策実現へ向けては、こ

れらの関係者を構成員とする組織等を立ち上げ、意識の共有化を図る場を設けて、検討を進

めることが重要である。まちづくりのＮＰＯやＴＭＯ等の組織が既にある場合は、それらを

活用することも重要である。表 3-1 は、これら検討組織における構成メンバーの例である。 

 

また、他の交通施策等と総合的に実施していくことが有効と考えられる場合には、施策の

イメージを広く共有し効果を確認していくためにも、これらの組織のもと社会実験の実施等

も有効な手段である（表 3-2）。 

 

表 3-1 端末物流施策の検討における構成メンバー 

物流関連 交通関連 地区住民 行政 コーディネーター

トラック協会、地元運輸事業者 

商工会議所、商店会 

個人商店 

バス事業者

タクシー事

業者 

地元自治会 

市民 

都市計画関連、道路管理者 

商工関連 

交通管理者（警察） 

学識経験者 
ＮＰＯ、ＴＭＯ 
コンサルタント 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討委員会 
○役割 
・東口地区の交通円滑化に向けた全体施策の調整 
・提言のオーソライズ（市長提言） 
・研究会提案に係る関係者間の調整 
○構成メンバー 
・学識経験者 
・市民代表（公募） 
・行政（国・県・警察） 
・商工関係者（商工会議所、商店会） 
・運輸事業者（バス、タクシー、トラック） 

研究会 
○役割 
・具体的、専門的な検討・研究 
○構成メンバー 
・学識経験者 
・市民代表（公募） 
・商工関係者（商店会） 
・運輸事業者（バス、タクシー、トラック） 

市長 

幹事会 
○役割 
・関連施策間の調整
・施策内容の精査
・実施に向けた支援
・施策の実施主体
○構成メンバー
・環境部 
・経済部 
・都市緑政部 
・土木部 

【柏駅東口地区社会実験における検討体制 
（施策立案の段階）の事例】

【銀座地区における検討体制 
（社会実験の段階）の事例】

 

○構成メンバー 

・学識経験者 

・商工関係代表者５名 

・地域住民代表３名 

・交通管理者 

・東京都 

・区・都市計画部門 

・区・道路管理部門 

・区・商工関連部門 

○検討テーマ 

・隔地･集約駐車場   ・荷捌き時間帯指定等対策 

・違法駐車対策     ・歩行空間･道路環境整備 

・駐車場案内･誘導システム導入 

・駐車場有効利用システム導入 

銀座地区交通環境改善協議会 

連携・協力 

地 元 

警 察 中央区 

社会実験
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表 3-2 端末物流施策が取り組み（社会実験）の事例と検討組織 
実験地区名 

【実施年】 
目的 端末物流施策 

検討組織(実施主体)と 

主要構成メンバー 

検討組織の役割 

① 
渋谷駅地区（ｽ

ﾑｰｽﾞｼﾌﾞﾔ） 

【H12】 

安全な歩行空間の確

保と道路交通渋滞の

緩和を目的に実施。 

・荷捌きｽﾍﾟｰｽの

設置 東京都、警視庁、国土交通省、渋谷区等 
・地元や運輸事業者

との合意形成の場

として機能 

② 

練馬区石神井

公園駅前地区 

【H13】 

自転車走行空間とバ

スの走行環境の改善

を目的に実施。 

・ポケットローデ

ィングシステ

ムの設置 

学識経験者、地元商店会、地元町会、地

元まちづくり団体、自動車販売等の業界

団体、東京都物流団体、運輸業者、国土

交通省、警視庁、東京都、練馬区等 

・施策選定や施策の

評価の合意形成の

場として機能 

③ 

千葉県柏駅東

口地区 

【H11、H12】 

駅前地区における交

通環境改善を目的に

実施。 
・荷捌きｽﾍﾟｰｽの

設置 

学識経験者、国土交通省、千葉県、千葉

県警、商工会議所、地元商店街、住民代

表、バス事業者、タクシー事業者、運送

関係事業者等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 

④ 
丸の内地区 

【H13】 

丸の内地区における

物流効率化、路上駐

車の削減を目的に実

施。 

・共同配送 
・荷捌きｽﾍﾟｰｽの

設置 

学識経験者、運輸業者、大手町・丸の内・

有楽町地区際開発計画推進協議会、民間

デベロッパー、東京都物流団体、東京都、

千代田区、警視庁、東京都駐車場公社等 

・施策選定や施策の

評価の合意形成の

場、施策の運営主

体として機能 

⑤ 
吉祥寺駅北口

地区 

【H13】 

駅前地区の交通安全

及び環境改善を目的

に実施。 

・荷捌きｽﾍﾟｰｽの

設置 
・共同配送 
・集配時間の調整 

国土交通省、警視庁、武蔵野市、業界団

体、商店街等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 

⑥ 
町田市中央通

り商店街地区 

【H14】 

歩行者が安心して買

い物や散策ができる

まちづくりを目的に

実施。 

・共同荷捌き駐車

場の新設 
・商店街内共同配

送 

（株）町田まちづくり公社、町田市、運

輸事業者、地元商店街等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 
・今後施策の運営主

体として期待 

⑦ 
銀座地区 

【H17】 

集約駐車場を荷捌き

駐車場として活用す

るための運用ﾙｰﾙの

検証を目的に実施。 

・荷捌きｽﾍﾟｰｽの

設置 
学識経験者、商工業関係代表、地域住民

代表、警視庁、東京都、中央区等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 

⑧ 
自由が丘駅前

地区 

【H17】 

歩行空間の確保及び

高齢者等を考慮した

まちづくりを目的に

実施。 

・荷捌きｽﾍﾟｰｽの

設置 

国土交通省、警視庁、目黒区、世田谷区、

独立行政法人都市再生機構、運送関係事

業者、地元町会、地元組合、運営協力会

社、地元商業者等 

・地元や運輸事業者

と問題認識、施策

選定等の合意形成

の場として機能 
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３－２ まちづくりの中への端末物流施策の組み込み 

       ～総合的な地区交通対策への物流対策の位置づけ～ 
 
 端末物流に対する取り組みの効果をあげていくためには、まちづくりの中でパッケージ施

策として総合的に地区交通対策等とともに取り組んで行く必要があると考えられる。 
総合的な地区交通対策に物流への取り組みを位置づけていくためには、まちづくりの計画

を、物流施策を含めて策定することが有効であり、まちづくりの上位計画である都市計画マ

スタープランや交通マスタープラン、中心市街地活性化基本計画の策定時や見直し時に上手

く位置づけていくことが重要である。 
 

【物流施策を含めて策定すべきまちづくりの計画】 

    ・都市計画マスタープラン 
    ・交通マスタープラン（まちづくり交通計画） 
    ・中心市街地活性化基本計画 
 
 ■交通マスタープランを端末物流を含めて策定された町田市の事例 

 
・東京都市圏交通計画協議会でケーススタディ地区として調査を実施した町田駅周辺地区
では、地元の町田市において、都市計画マスタープランや中心市街地活性化基本計画に
端末物流施策が位置づけられている。また、新たに策定した交通マスタープランにおい
ても中心市街地のまちづくりを推進していくための総合的な取り組みのひとつとして、
端末物流施策が位置づけられており、今後、具体的に検討を進めていく方向性が示され
ている。 

個別目標(１) 歩行者中心の回遊性の高い快適な歩行空間を提供する 
個別目標(２) 貨物車が歩行者の通行を妨げることなく、効率的に集配

送できるようにする 
個別目標(３) 高齢者や障がい者、子ども等が安全で安心して移動でき

るようにする 

基本目標Ⅱ だれもが中心市街地へ訪れやすく、回遊して楽しめるようにする 

基本目標Ⅲ 人やモノが早く、正確に、信頼性高く移動できるまちにする 

基本目標Ⅳ 交通による環境負荷や交通事故の少ないまちにする 

重点目標１ だれもが公共交通でアクセスしやすい中心市街地にする 

重点目標２ だれもがより楽しく滞在できる中心市街地にする 

基本的な視点 

「暮らしの安全・ 

安心」の実現 

「持続可能な 

都市の活力」の実現 

「環境の保全」への 

配慮 

基本目標Ⅰ だれもが公共交通を使って不便なく移動できるまちにする 

・高齢者や障がい者等の生

活や自立を支援するモビ

リティの確保 
・交通事故が少なく、災害

にも強い道路ネットワー

クづくり 
・社会経済活動への参加を

支援する安全で快適な移

動手段の確保 

・都市の活力源となる交

流・連携を促進する交通

ネットワークの形成 
・中心市街地の魅力を高

める交通環境づくり 

・環境負荷の少ない交通

体系の確立 
・環境負荷の少ない都市

空間づくり 

個別目標(１) 交通混雑を解消し、バスの定時性を向上する 
個別目標(２) 公共交通利用者への案内や料金サービスを向上し、公共

交通を利用しやすくする 
個別目標(３) バスやタクシーなどの乗降空間を整備する 

●記述のある具体

的な物流施策 

・共同集配施設の

利用 
・荷さばき場所の

受け皿を整備 
・共同集配施設の

新規整備を検討 
・商店街内共同配

送システムの確

立に向けた調整 

●記述のある具

体的な物流施

策 

・百貨店など大型

店舗での共同

配送の導入を

検討 
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３－３ 端末物流施策実現化に活用できる制度・事業 

 
端末物流施策が補助対象として明記されている制度・事業はほとんど無い。以下は中心市

街地活性化基本計画等で、端末物流施策への適用が可能とみられる駐車場整備や道路整備、

調査への補助がある事業・制度をまとめた。 
 

表 3-3 端末物流施策に適用可能な制度・事業 

番
号 

具体的な制度・ 
事業名 

管轄窓口 対象者 補助率 

1 まちづくり交付金 国土交通省 都市・地域整備局

まちづくり推進課 都市総合事

業推進室 

市町村 事業等の総額の約４割程度 

2 身近なまちづくり支援街路
事業 

国土交通省 
都市・地域整備局街路課 

市町村及び都道府県 1/2 

3 中心市街地再活性化特別対
策事業 

総務省自治行政局 
地域振興課 

市町村等 おおむね 75％（後年度交付税措置：30％）

4 都市再生総合整備事業 国土交通省 
都市・地域整備局まちづくり推

進課都市総合事業推進室 

地方公共団体、都市基盤

整備公団、地域振興整備

公団、民間等 

1/3～1/2 

5 中小商業活性化総合補助事
業（商店街振興組合･TMO
等の支援 

中小企業庁商業課 商店街振興組合、商工会、

商工会議所、第３セクタ

ー 等 

国 1/3、都道府県（一定の場合、市町村）
1/3 

6 商業・サービス業集積関連
施設整備事業 

経済産業省 
商務情報政策局中心市街地活性

化室 

地方公共団体、第３セク

ター 
地方公共団体、地方公共団体が出資の 1/2以上
を占める第３セクターの場合：1/2 
その他の第３セクターの場合：1/4 

7 中心市街地商業等活性化総
合支援事業 

経済産業省 
商務情報政策局流通産業課中心

市街地活性化室 

地方公共団体、第３セク

ター、ＮＰＯ法人 
 

地方公共団体、地方公共団体が出資の 1/2
以上を占める第３セクターの場合：1/２、
その他の第３セクターの場合：1/4 

8 共同集配事業の促進に対す
る支援 

国土交通省 
総合政策局貨物流通施設課 

地方公共団体、自動車運

送事業者、バス協会、ト

ラック協会、国土交通大

臣が認定したもの 

○補助（補助率） 
・システムの整備：1/4 
・計画策定のための調査：1/2 
・実証実験・運行：1/2（年間補助限度額

1,000万円） 
○融資(日本政策投資銀行) 
・金利：政策金利Ⅰ 
・融資比率：５０％ 
○税 
・特別土地保有税の特例：非課税 

9 都市内道路の整備に対する
補助 

国土交通省 
都市・地域整備局街路課 

都道府県、市町村及び都

市基盤整備公団 
1/2等 

10 都市圏交通円滑化総合対策
事業(自動車交通の円滑化
による渋滞解消/警察庁と
共同) 

国土交通省 
道路局企画課道路経済調査室 

国又は地方公共団体 （地方公共団体が整備する場合） 
1/2等 

11 
 
リノベーション補助金 
（中小商業活性化施設整備費

補助金及び中小商業活性化総

合補助事業のうちハード事業）

中小企業庁商業課 市町村、商店街振興組合

等、共同出資会社、第３

セクター等 

①市町村が事業を行う場合：国 1/2、市町
村 1/3 
②ＴＭＯ計画に基づく事業を行う場合：

国 1/3、市町村 1/3、ＴＭＯ1/3 
③その他の計画に基づく事業を行う場

合：国 1/4、都道府県（または市町村）1/4、
組合等 1/2 

12 
 
日本政策投資銀行による出

融資 
経済産業省 
商務流通グループ中心市街地活

性化室 

民間事業者、第３セクタ

ー 
全体事業費の 50％ 

13 
 
中心市街地再活性化対策ソ

フト事業 
総務省 
自治行政局地域振興課 

地方公共団体  

※中心市街地活性化推進室ＨＰより協議会まとめ （Ｈ18.1 現在） http://chushinshigaichi-go.jp/ 
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〈参考〉端末物流調査 調査票の例 

 端末物流調査で用いた調査票のうち、端末物流の実態調査に用いた基本形の調査票は以下

の通りである。実際の調査項目はケーススタディ地区の実情に合わせて異なる。なお、まち

づくりに関連する主体の意向調査に用いる調査票は、地区におけるまちづくりの方向性等に

より設問項目や調査形式を変えて実施することが重要である。 
 
■路上駐車調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○路上駐車調査・横持ち追跡調査の調査方法 
 
 路上駐車調査や横持ち追跡調査は、
端末物流の実態を捉える独特な調査で
ある。これらの調査では端末物流の実
態を把握するほかに、他の自動車や歩
行者等に対して影響を与えているかど
うかについても把握できる。 
 なお、分析で用いている駐車車両が
通過交通に影響を与えたかどうかの有
無や横持ち搬送と歩行者等との錯綜の
発生の有無は、一定の基準によりこれ
らの調査員の主観により把握してい
る。 

図 路上駐車調査及び横持ち追跡調査の調査員配置の例 
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■横持ち追跡調査 
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■地区事業所（商店等）アンケート調査 
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